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教育委員会事務局

地域主権改革の権限移譲により制定する「世田谷区指定介護予防支援
等の事業の人員等の基準等に関する条例」の制定について

高齢福祉部

備　　考

所  管  課

(会議録作成所管)
政策経営部　政策企画課

審議概要

1

【意見等】
・㎡単価は、約５０万円（外溝工事除く）との説明があった。
・体育館改修と地下の埋蔵物撤去の費用は、設計中で詳細に算出していないが、地下の部分は、
杭を５分の３程度撤去する必要があると見込んでおり、杭１本約２３０万円×５０本×３/５程度
との説明があった。
・㎡単価は、工事費用の高騰、保育園の仕様、ホールの防音等により、学校や事務所等より高く
なっているとの説明があった。
・体育館の一時開設は、地元の要望に基づいて対応をすることとしたとの説明があった。
・２階はほっとスクール、３階は青少年交流センターとなるが、入口などで施設的配慮をしてい
るとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

2

【意見等】
・厚生労働省令に基づき、区の条例を制定するとの説明があった。
・高齢化が進む中で、介護予防支援事業の実施にあたって、区とあんしんすこやかセンターの連
携が重要になる。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

区長、板垣副区長、秋山副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所長、砧
総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、地域行政部長、総務部長、区長室長、生活文化部長、
保健福祉部長、都市整備部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長

会　議　録

平成２７年２月１３日開催政策会議

開催日時
平成２７年２月１３日（金曜日）　午前９時００分から

                                午前９時４５分まで
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